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第
一
節 

一
九
四
六
年
一
一
月
三
日
の
情
景 

  

一
九
四
六
年
一
一
月
三
日
午
前
一
一
時
、
国
会
議
事
堂
、
貴
族
院
本
会
議
議
場
に
お
い

て
、
天
皇
裕
仁
は
「
本
日
、
日
本
国
憲
法
を
公
布
せ
し
め
た
」
と
勅
語
を
読
み
あ
げ
た
。

勅
語
は
「
朕
は
、
国
民
と
共
に
、
全
力
を
あ
げ
、
相
携
へ
て
、
こ
の
憲
法
を
正
し
く
運
用

し
、
節
度
と
責
任
と
を
重
ん
じ
、
自
由
と
平
和
と
を
愛
す
る
文
化
国
家
を
建
設
す
る
や
う

に
努
め
た
い
と
思
ふ
」
と
い
う
文
言
を
も
っ
て
結
ば
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
日
本
国
憲
法

の
公
布
が
完
了
し
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
天
皇
は
既
に
午
前
八
時
五
〇
分
、
宮
中
三
殿
に

お
い
て
憲
法
公
布
を
「
皇
祖
皇
宗
」
に
「
御
親
告
」
す
る
こ
と
を
「
済
ま
せ
て
」
い
た
。

日
本
国
憲
法
の
公
布
は
、
法
手
続
き
に
お
い
て
は
大
日
本
帝
国
憲
法
、
第
七
章
補
則
、
第

七
三
条
に
よ
っ
て
旧
憲
法
の
「
改
正
」
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
事
実
上
、
占

領
軍
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
は
天
皇
の
勅
語
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
こ
の
事
実
が
持
つ
意
味
を
、
当
時
の
民
衆
意
識
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
、
「
日

本
国
憲
法
は
『
国
民
』
に
ど
う
迎
え
ら
れ
た
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
偽
り
の
な
い

姿
を
記
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。 

 

こ
の
日
、
東
京
で
は
午
後
二
時
よ
り
、
皇
居
前
で
、
東
京
都
主
催
に
よ
る
祝
賀
会
が
開

催
さ
れ
約
一
〇
万
人
が
参
集
し
た
（
注
１
）
。
同
様
の
祝
賀
会
は
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ

て
い
た
が
、
東
京
都
の
祝
賀
会
に
は
天
皇
夫
妻
が
参
加
し
て
い
た
た
め
、
全
国
の
新
聞
は

そ
の
多
く
が
東
京
の
模
様
を
報
道
し
て
い
た
。
当
日
は
、
三
笠
宮
、
閑
院
宮
等
の
皇
族
、

吉
田
首
相
、
両
院
の
議
長
、
安
井
東
京
都
長
官
に
よ
る
祝
辞
が
行
わ
れ
た
。
天
皇
、
皇
后

は
、
午
後
二
時
三
二
分
、
「
君
が
代
」
の
演
奏
と
共
に
会
場
に
馬
車
で
訪
れ
た
。
会
場
で

は
た
ち
ま
ち
、
拍
手
と
歓
声
が
わ
き
起
こ
り
、
さ
ら
に
、
天
皇
が
馬
車
か
ら
ソ
フ
ト
帽
を

あ
げ
会
衆
に
会
釈
を
す
る
と
、
万
歳
の
声
が
こ
だ
ま
し
た
。
同
三
四
分
、
天
皇
が
登
壇
す

る
と
壇
上
の
左
右
か
ら
鳩
二
五
〇
羽
が
放
た
れ
た
。
天
皇
は
三
五
分
に
壇
を
降
り
閉
式
と

な
っ
た
が
、
群
衆
は
「
両
陛
下
」
の
周
り
に
「
殺
到
」
、
帰
り
の
馬
車
は
群
衆
の
中
を
左

右
に
迂
回
し
つ
つ
二
重
橋
に
向
か
っ
た
。 

 

天
皇
が
実
際
に
登
壇
し
て
い
た
の
は
た
か
だ
か
六
〇
秒
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
様
子
を
伝
え
た
紙
面
の
ほ
と
ん
ど
は
会
場
で
の
天
皇
を
写
し
た
写
真
を
大
き
く
掲
載

し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
一
一
月
三
日
は
明
治
節
（
明
治
天
皇
の
誕
生
日
）
の
祝
日
に
あ

た
り
、
憲
法
公
布
の
日
の
紙
面
は
そ
れ
だ
け
を
見
る
と
日
本
国
憲
法
が
あ
た
か
も
「
恩

賜
」
の
欽
定
憲
法
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
天
皇
、
皇
后
の
写
真

の
一
般
へ
の
「
下
賜
」
が
三
日
を
期
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
写
真
は

こ
れ
ま
で
の
い
か
め
し
い
軍
服
姿
の
「
御
真
影
」
と
異
な
り
、
「
平
和
日
本
国
の
象
徴
た

る
天
皇
の
民
主
的
な
お
姿
と
し
て
天
皇
御
服
常
装
」
の
天
皇
と
通
常
服
の
皇
后
が
写
っ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
恩
賜
」
は
演
出
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日
本

国
憲
法
の
発
布
の
日
に
大
規
模
な
恩
赦
の
「
御
大
詔
」
が
「
渙
発
」
さ
れ
、
約
三
三
万
人

に
免
罪
、
刑
の
免
除
、
減
刑
、
復
権
等
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
最
後
の
大
権
の
行
使
に

他
な
ら
な
い
。 

 

一
体
、
当
時
の
日
本
民
衆
に
と
っ
て
憲
法
公
布
と
は
、
一
日
ば
か
り
の
慶
祝
ム
ー
ド
と

「
天
皇
陛
下
万
歳
」
を
唱
え
る
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
他
方
で
は
、
労
働

争
議
は
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
増
し
、
新
聞
紙
上
に
お
い
て
も
、
争
議
手
段
の
是
非
や
、
ス
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ト
か
復
興
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
頻
繁
に
展
開
し
て
い
た
。
労
働
者
が
権
利
を
主
張
し
て
ゆ

く
姿
は
戦
前
と
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
逆
に
憲
法

を
め
ぐ
る
議
論
が
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
憲
法
公
布
の
日

の
民
衆
や
街
の
表
情
は
「
何
か
熱
意
が
足
り
ぬ
や
う
に
見
た
の
は
僻
み
で
あ
ら
う
か
。
こ

の
式
典
に
あ
た
つ
て
国
民
は
外
面
的
な
喜
び
か
ら
内
面
的
な
反
省
と
沈
思
に
傾
く
の
が
当

然
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
無
関
心
な
ど
と
い
ふ
こ
と
が
あ
つ
た
ら
厳
し
く
指
弾
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
」
（
『
毎
日
新
聞
』
コ
ラ
ム
「
硯
滴
」
一
一
月
四
日
付
）
と
指
摘
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
決
し
て
「
僻
み
」
で
は
な
か
っ
た
。 

 

『
ア
カ
ハ
タ
』
文
化
部
長
を
務
め
て
い
た
中
野
重
治
は
、
宮
城
前
の
祝
賀
会
に
参
加
し
、

こ
れ
を
「
メ
ー
デ
ー
は
五
十
万
人
召
集
し
た
。
食
糧
メ
ー
デ
ー
は
二
十
五
万
人
召
集
し
た
。

憲
法
は
天
皇
、
皇
后
、
総
理
大
臣
、
警
察
、
学
校
、
鳩
ま
で
動
員
し
て
や
つ
と
十
万
人
か

き
あ
つ
め
て
一
分
で
忘
れ
た
」
（
『
五
勺
の
酒
』
）
と
、
評
し
て
い
た
。
天
皇
が
会
場
に

い
た
の
は
僅
か
六
〇
秒
、
そ
の
こ
と
を
中
野
は
「
正
味
一
分
で
、
全
て
が
終
わ
つ
た
。
そ

し
て
終
つ
た
と
き
始
ま
つ
た
こ
と
が
僕
を
お
ど
ろ
か
し
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

閉
会
後
、
「
散
つ
て
行
く
十
万
人
、
そ
の
姿
、
足
並
み
、
連
れ
と
す
る
会
話
、
僕
の
耳
の

か
ぎ
り
誰
ひ
と
り
憲
法
の
ケ
ン
の
字
も
口
に
し
て
い
な
か
つ
た
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
あ
つ

て
そ
れ
が
な
か
つ
た
。
た
ぶ
ん
天
皇
た
ち
も
、
あ
れ
か
ら
帰
つ
て
憲
法
の
ケ
ン
の
字
で
も

話
題
に
し
た
か
よ
ほ
ど
疑
わ
し
い
」
。
中
野
は
「
憲
法
よ
り
メ
シ
だ
」
と
い
う
経
済
的
現

実
の
対
極
に
”
憲
法
よ
り
陛
下
”
と
い
う
政
治
的
理
念
が
い
ま
だ
民
衆
意
識
に
潜
在
し
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
散
つ
て
行
く
十
万
人
」
を
、
『
日
経
新
聞
』

（
一
一
月
四
日
付
）
は
「
宮
城
前
か
ら
銀
座
筋
へ
流
れ
る
人
達
の
表
情
も
喜
色
満
面
と
い

ふ
よ
り
も
内
に
ひ
そ
め
た
慶
び
を
□
さ
な
い
と
い
つ
た
感
じ
」
で
あ
り
、
銀
座
な
ど
繁
華

街
は
「
平
常
の
賑
わ
ひ
に
一
寸
毛
が
生
え
た
程
度
」
で
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
に

は
警
備
の
警
官
も
「
拍
子
抜
け
」
で
あ
り
、
「
歴
史
の
日
」
は
当
局
の
予
想
に
さ
え
反
し

静
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
二
節 

日
本
民
衆
に
と
っ
て
憲
法
改
正
と
は 

  

敗
戦
後
、
ほ
と
ん
ど
の
民
衆
は
政
治
制
度
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
る
と
の
認
識
を
有
し

て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
”
変
化
が
起
こ
る
”
と
い
う
予
期
に
過
ぎ
ず
、
”
変
化
を

起
こ
す
”
と
い
う
主
体
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
に

は
憲
法
を
改
正
す
る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
。
独
立
講
話
後
、
保
守
勢
力
に
よ
り
し
ば

し
ば
「
自
主
憲
法
制
定
」
な
る
言
説
が
喧
伝
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
て
、
「
与
え
ら
れ
て
」

初
め
て
そ
の
「
屈
辱
」
に
気
づ
い
た
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
占
領
期
の
無
抵
抗
と
Ｇ

Ｈ
Ｑ
へ
の
密
接
な
協
力
の
挙
げ
句
に
「
自
主
憲
法
」
な
ど
と
声
高
に
叫
ぶ
資
格
も
な
い
。 

 

敗
戦
直
後
、
数
少
な
い
な
が
ら
も
行
わ
れ
た
政
治
変
革
に
関
す
る
議
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
国
体
」
論
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
い
ま
こ
そ
日
本
は
真
に
正
し
き
国
体
論
を
勃
興
大

成
せ
ね
ば
な
ら
な
ぬ
。
け
だ
し
誤
れ
る
国
体
論
を
粛
正
し
て
正
し
き
科
学
的
国
体
論
を
勃

興
せ
し
め
ざ
れ
ば
真
の
国
体
護
持
は
約
束
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
迷
信
的
国
体
論
、
無
頼
漢

的
国
体
論
を
一
掃
せ
よ
」
（
『
朝
日
新
聞
』
投
稿
欄
、
九
月
七
日
付
）
、
「
今
後
の
国
体

論
は
、
日
本
に
独
特
な
国
体
を
、
い
か
な
る
外
国
に
も
理
解
と
共
感
と
を
与
え
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
＜
中
略
＞
新
た
な
る
意
味
に
お
い
て
、
正
々
堂
々
と
国
体
観
念
の
明
徴

に
努
力
す
べ
き
だ
」
（
『
毎
日
新
聞
』
投
稿
欄
、
一
一
月
二
日
付
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。 

 

こ
の
よ
う
に
敗
戦
前
後
の
日
本
人
の
政
治
意
識
を
理
解
す
る
た
め
に
は
当
時
の
日
本
人

の
「
国
体
」
観
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
元
来
、
学
術
用
語
と
し
て
”
国
体
”
は
、
国

家
の
主
権
の
所
在
の
類
型
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
”
政
体
”
が
主
権
の
行
使
の
性
格
や
形

態
を
示
す
用
語
で
あ
っ
た
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
法
形
式
上
、
君

主
制
国
体
で
あ
る
が
、
実
質
上
は
民
主
的
政
体
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
戦
中
に
お
け
る
「
国
体
」
観
念
と
は
、
曖
昧
か
つ
多
義
的
な
観
念
で
あ
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り
、
敢
え
て
現
代
の
言
葉
に
換
言
す
る
な
ら
ば
、
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
る
ク
ニ
意
識
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
家--

ム
ラ-

ク
ニ
と
い
っ
た
郷
里
と
国
、
郷
土
と
国
土
、
家
族
と
民
族

と
の
間
で
の
一
体
性
も
し
く
は
曖
昧
性
。
ま
た
、
「
お
ク
ニ
の
や
る
こ
と
」
な
ど
と
言
っ

た
場
合
、
そ
の
対
象
は
、
時
の
内
閣
で
あ
っ
た
り
、
官
僚
行
政
機
構
で
あ
っ
た
り
、
議
会

で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
ク
ニ
意
識
と
戦
中
の
「
国
体
」
観
念
と
で
決
定
的

に
異
な
る
点
が
あ
る
。
国
体
観
念
と
は
日
本
的
な
も
の
の
概
念
を
追
求
し
そ
の
真
善
美
を

天
皇
制
に
託
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
包
括
性
の
最
上
位
に
は
天
皇
若
し
く
は
天
皇
制
が
お

か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
国
と
は
皇
国
の
こ
と
で
あ
り
、
国
史
と
は
皇
国
史
の
こ
と
で
あ

り
、
国
土
と
は
皇
土
を
、
国
軍
で
は
な
く
皇
軍
を
、
そ
し
て
国
民
で
は
な
く
臣
民
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
体
感
に
お
い
て
も
自
己
を
「
国
体
」
と
同
一
化
す

る
願
望
が
あ
り
、
「
国
体
」
の
認
識
と
自
己
認
識
が
重
複
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
の

た
め
、
「
国
体
」
観
念
の
個
々
の
構
成
要
素
（
天
皇
／
皇
室
／
民
族
／
家
族
国
家
／
家
族
、

皇
国
史
／
国
史
／
人
生
、
家
／
ム
ラ
／
国
／
皇
国
、
郷
土
／
国
土
／
皇
土
、
国
家
／
政
府

／
内
閣
／
議
会
／
お
役
人etc..

）
を
自
覚
的
に
識
別
す
る
傾
向
が
余
り
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
政
治
認
識
を
「
未
分
化
な
政
治
認
識
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
末

分
化
な
政
治
認
識
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
は
、
国
体
観
念
が
包
括
す
る
も
の
の
一
点
を
否

定
さ
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
全
て
を
否
定
さ
れ
た
と
理
解
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は

今
日
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
靖
国
英
霊
史
観
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
戦
争
や
当
時
の

国
策
へ
の
評
価
が
故
人
へ
の
評
価
と
完
全
に
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
注
２
）
。
戦
争
末
期
、
絶
望
的
抗
戦
の
中
で
こ
の
未
分
化
な
政
治
認
識
と
葛
藤
を
展
開

し
た
の
は
、
主
に
自
ら
特
攻
と
い
う
自
滅
攻
撃
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
に
見
ら

れ
た
。
そ
こ
で
思
考
の
主
体
は
「
自
分
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
日
本
」
や
「
国
体
」

と
い
う
主
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
自
ら
の
死
を
納
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
国
民
」
の
大
部
分
は
国
家
の
軍
事
的
敗
北
と
自
ら
の
身
体
の
破
滅
を

同
次
元
に
理
解
し
、
民
衆
の
多
く
が
玉
砕
論
へ
と
傾
斜
し
て
い
た
。
こ
れ
は
敗
戦
を
「
国

体
」
の
敗
北
と
し
て
理
解
し
た
た
め
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
敗
戦
後
の
民
衆
の
政
治
認
識
と
は
憲
法
構
想
以
前
の
こ
の
国
体
観
念
の
変

容
と
し
て
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
体
観
念
の
変
容
は
、

改
憲
を
不
要
と
み
な
す
傾
向
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
醇
化
と
い
う
二
つ
の
傾
向
に
見
ら
れ
た
。 

 

前
者
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
対
日
管
理
政
策
に
対
す
る
発
言
に
現
れ
た
。
「
民
主
主
義
政

体
ト
ナ
ル
ハ
必
然
ダ
ガ
、
之
ハ
明
治
大
帝
ノ
御
精
神
ニ
帰
一
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
」
、
「
自

由
主
義
ヲ
事
新
シ
ク
喧
伝
サ
レ
テ
居
ル
ガ
、
明
治
大
帝
ノ
教
示
ア
ラ
セ
ラ
レ
タ
根
本
理
念

ニ
他
ナ
ラ
ヌ
」
（
注
３
）
と
い
っ
た
明
治
天
皇
の
五
カ
条
の
御
誓
文
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

結
び
付
け
た
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
発
想
が
よ
り
広
範
に
広
ま
っ
た

の
は
天
皇
の
人
間
宣
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
な
の
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
に
際
し
、
天
皇
は

明
治
天
皇
の
五
箇
条
の
御
誓
文
を
冒
頭
に
上
げ
、
こ
れ
を
「
睿
旨
公
明
正
大
、
又
何
ヲ
カ

加
へ
ン
、
朕
ハ
茲
ニ
誓
ヲ
新
ニ
シ
テ
國
運
ヲ
開
カ
ン
ト
欲
ス
。 

須
ラ
ク
此
ノ
御
趣
旨
ニ

則
リ
、
舊
來
ノ
陋
習
ヲ
去
リ
、
民
意
ヲ
暢
達
シ
、
官
民
擧
ゲ
テ
平
和
主
義
ニ
徹
シ
、
教
養

豐
カ
ニ
文
化
ヲ
築
、
以
テ
民
生
ノ
向
上
ヲ
圖
リ
、
新
日
本
ヲ
建
設
ス
ベ
シ
」
と
評
価
し
て

い
る
。
直
接
的
な
言
明
こ
そ
な
い
も
の
の
、
民
主
主
義
の
精
神
は
五
箇
条
の
御
誓
文
に
あ

る
と
暗
に
示
唆
し
た
も
の
と
受
け
止
め
れ
た
。
実
際
、
天
皇
裕
仁
に
と
っ
て
も
人
間
宣
言

の
最
大
の
狙
い
は
日
本
再
建
の
理
念
が
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
結
果
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
狙
い
は
天
皇
、
国
民
共
有
の
認
識
と

な
っ
た
。
こ
の
た
め
総
選
挙
で
は
「
皇
統
を
護
持
し
一
君
万
民
の
本
義
に
基
く
民
主
的
政

治
体
制
の
確
立
を
期
す
」
、
「
民
主
主
義
と
は
、
是
如
何
と
り
と
め
も
な
き
、
唄
乍
ら
、

君
民
同
治
の
主
義
の
よ
き
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
、
守
ら
に
や
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
、
天
皇
制

と
民
主
制
を
混
同
し
た
公
約
が
数
多
く
み
ら
れ
た
（
注
４
）
。
中
に
は
「
民
主
主
義
は
我

が
肇
國
以
來
の
國
是
で
あ
る
」
と
し
、
聖
徳
太
子
の
「
大
事
は
衆
と
論
す
べ
し
」
、
あ
い

は
明
治
天
皇
の
「
廣
く
會
議
を
起
し
万
事
公
論
に
決
す
べ
し
」
と
言
っ
た
言
葉
を
引
用
し
、

「
今
更
事
珍
し
く
欧
米
か
ら
借
用
せ
ぬ
で
も
よ
い
」
と
い
う
見
解
も
登
場
し
た
。 
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
醇
化
と
は
、
日
本
の
民
主
化
と
い
う
よ
り
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
日
本

化
を
求
め
る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
「
醇
化
」
と
は
、
か
つ
て
『
国
体
の
本
義
』
で
用
い

ら
れ
た
外
来
文
化
の
摂
取
方
式
の
こ
と
で
あ
り
、
「
外
来
文
化
に
『
国
体
に
よ
る
醇
化
』

を
施
し
て
日
本
独
自
の
新
文
化
を
創
造
す
る
」
（
注
５
）
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

た
。
日
本
文
化
は
中
国
の
文
化
を
「
摂
取
醇
化
」
し
た
後
、
こ
れ
を
「
和
魂
漢
才
」
と
い

う
新
文
化
に
昇
華
さ
せ
、
「
今
や
我
が
國
民
の
使
命
は
、
國
體
を
基
と
し
て
西
洋
文
化
を

摂
取
醇
化
し
、
以
て
新
し
き
日
本
文
化
を
創
造
し
、
進
ん
で
世
界
文
化
の
進
展
に
貢
獻
」

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
前
の
醇
化
が
敗
戦
後
、
「
日
本
人
は

東
西
文
化
を
融
合
し
て
、
太
平
洋
の
一
角
に
平
和
日
本
独
自
の
文
化
を
創
建
し
よ
う
と
す

る
偉
大
な
『
野
心
』
の
達
成
に
向
か
つ
て
進
ま
う
」
（
『
毎
日
新
聞
』
社
説
、
一
九
四
六

年
二
月
六
日
）
と
い
っ
た
、
言
説
に
よ
り
再
び
登
場
す
る
。
こ
の
和
洋
折
衷
は
「
民
主
主

義
が
わ
が
國
情
と
の
融
合
調
和
の
上
に
建
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ら
な
い
」

（
『
朝
日
新
聞
』
投
稿
欄
、
一
九
四
六
年
一
月
二
四
日
）
と
い
う
主
張
に
示
さ
れ
る
。
こ

こ
で
言
う
「
わ
が
國
情
」
と
は
天
皇
制
の
事
に
他
な
ら
ず
、
「
日
本
的
民
主
主
義
」
と
し

て
、
天
皇
制
と
民
主
制
の
両
立
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。 

 

日
本
的
民
主
主
義
と
い
う
概
念
は
醇
化
と
い
う
発
想
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

人
民
主
権
を
原
理
と
す
る
民
主
制
と
天
皇
制
と
の
根
本
的
な
相
違
が
解
消
さ
れ
る
訳
で
は

な
い
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
国
体
」
に
よ
る
醇
化
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
、
一
般
に
天
皇
の
大
権
が
縮
小
さ
れ
れ
ば
民
主
主
義
と
両
立
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
敗
戦
前
後
の
日
本
人
は
主
権
を
、
民
族
の
家
長

た
る
天
皇
が
国
民
に
賜
っ
た
も
の
と
み
な
す
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
あ
る
者
は
こ
の
こ
と

を
「
わ
が
帝
国
に
お
け
る
君
臣
の
関
係
は
極
め
て
密
接
な
る
も
の
あ
り
、
こ
れ
を
通
俗
的

に
言
え
ば
親
と
子
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
歴
代
の
天
皇
は
い
ず
れ
も
民
の
心

に
思
い
を
寄
せ
て
お
ら
る
る
の
で
あ
る
。
・
・
・
も
し
民
主
主
義
に
語
呂
を
合
わ
せ
て
言

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
思
主
義
の
帝
国
で
上 

陛
下
は
下
国
民
を
思
い
、
下 

国
民
は
上

 

陛
下
を
思
い
奉
る
の
国
体
を
強
力
に
持
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
大
に
し
て
揺
ぎ
な

き
国
家
を
形
造
る
も
の
と
な
ろ
う
。
」
（
注
６
）
。
こ
の
よ
う
な
心
情
は
、
早
く
は
中
江

兆
民
に
よ
り
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
世
の
所
謂
民
權
な
る
者
は
、
自
ら
二
種

有
り
。
英
佛
の
民
權
は
恢
復
的
の
民
權
な
り
、
下
よ
り
進
み
て
之
を
取
り
し
者
な
り
。
世

又
一
種
恩
賜
的
の
民
權
と
稱
す
可
き
者
有
り
。
上
よ
り
惠
み
て
之
を
與
ふ
る
者
な
り
。
」

（
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
岩
波
書
店
）
。
主
権
の
恩
賜
が
天
皇
の
大
権
に
よ
る
な
ら
ば
、

大
権
無
く
し
て
民
権
も
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
民
権
を
恩
賜
と
み
な
す
精
神
土
壌
か
ら
は

容
易
に
憲
法
起
草
と
い
う
発
想
は
生
ま
れ
得
ず
、
ま
た
天
皇
制
と
民
主
主
義
の
両
立
を
容

認
す
る
心
理
的
背
景
と
で
も
あ
っ
た
。 

 

兆
民
は
こ
の
恩
賜
的
民
権
が
恢
復
的
民
権
へ
と
漸
次
移
行
し
て
行
く
こ
と
を
望
ん
で
い

た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
戦
後
状
況
そ
の
も
の
が
天
皇
の
降
伏
宣
言
に
よ
り
「
与
え
ら

れ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
。
「
誰
か
ゞ
あ
の
時
に
戦
争
を
止
め
る
と
云
っ
た
な
ら
そ
の
者
は

直
ち
に
数
千
の
弾
丸
が
そ
の
胸
を
貫
い
た
で
あ
ろ
う
」
（
『
東
京
新
聞
』
投
稿
欄
、
一
九

四
五
年
一
二
月
三
日
付
）
と
あ
る
よ
う
に
、
戦
争
継
続
の
停
止
は
「
天
皇
陛
下
の
命
令
」

以
外
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
天
皇
の
降
伏
宣
言
は
こ
う
し
た
終
戦
願
望
に
救

済
と
し
て
応
え
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
戦
後
と
い
う
状
況
創
出
の
契
機
と
な
る
こ
と
で
国

民
の
意
識
形
成
の
前
提
と
な
っ
た
。
戦
争
に
批
判
的
で
あ
っ
た
人
で
さ
え
こ
の
例
外
で
は

な
い
。
あ
る
知
識
人
は
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。
「
自
分
は
い
は
ゆ
る
戦
争
傍
観
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
＜
中
略
＞
所
詮
見
込
み
の
な
い
無
謀
で
あ
ろ
う
と
心
痛
し
た
。

＜
中
略
＞
『
そ
う
い
う
考
え
を
持
つ
者
が
命
を
的
に
所
信
を
表
明
し
な
か
っ
た
か
ら
』
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
空
言
に
す
ぎ
な
い
。
命
を
的
に
す
れ
ば
、
た
だ
命
が
的
に
な
る
だ

け
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
近
代
の
人
間
に
と
っ
て
は
政
治
が
運
命
で
あ
る
と
い
う
言
葉

を
、
身
に
沁
み
て
覚
え
た
。
＜
中
略
＞
八
月
一
五
日
の
大
詔
は
闇
の
中
に
さ
し
た
光
で
あ

っ
た
。
悲
嘆
と
安
堵
の
交
錯
し
た
数
週
は
す
ぎ
た
。
こ
れ
か
ら
は
自
分
は
傍
観
者
で
は
な

い
」
（
『
朝
日
新
聞
』
投
稿
欄
、
一
九
四
五
年
九
月
二
七
日
）
。
こ
の
戦
後
状
況
を
天
皇
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か
ら
の
恩
賜
と
み
な
す
傾
向
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
民
主
主
義
と
あ
い
ま

っ
て
、
政
治
意
識
を
「
上
か
ら
の
」
、
「
外
か
ら
の
」
と
い
う
二
重
の
意
味
で
状
況
対
応

的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

第
三
節 

憲
法
草
案
へ
の
反
響 

  
 

草
案
提
出
前 

  

敗
戦
後
、
憲
法
に
関
す
る
世
論
形
成
は
常
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
日
本
政
府
が
先
導
し
、
民
衆
意

識
は
そ
の
反
応
と
し
て
受
動
的
に
展
開
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一

九
四
五
年
一
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
輿
論
調
査
研
究
所
の
報
告
（
注

７
）
に
よ
れ
ば
、
回
答
者
二
三
九
六
名
の
う
ち
、
憲
法
改
正
方
法
に
つ
き
五
三
％
の
人
が

「
憲
法
改
正
委
員
会
を
公
選
し
国
民
直
接
の
代
表
者
よ
り
改
正
案
を
公
議
す
る
」
と
答
え

て
い
た
。
二
〇
％
の
人
が
「
現
憲
法
の
所
定
の
如
く
天
皇
が
提
出
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

欽
定
憲
法
を
求
め
て
い
た
。
ま
た
、
二
四
％
の
人
が
「
議
会
の
憲
法
改
正
委
員
会
に
於
て

改
正
案
を
提
出
」
を
選
ん
で
い
た
。
少
な
く
と
も
こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
当
時
の
民
衆

に
自
主
憲
法
制
定
の
志
向
が
あ
っ
た
こ
と
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
労
働
争
議
の
激

し
さ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
被
占
領
下
に
お
い
て
憲
法
制
定
に
対
す
る
主
体
的
な

意
識
は
極
め
て
低
調
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

 

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
敗
戦
前
後
、
日
本
人
の
政
治
意
識
を
規
定
し
て
い
た
国
体
観

念
の
中
心
に
は
天
皇
（
制
）
が
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
敗
戦
直
後
か
ら
、
戦
後
日

本
の
政
治
体
制
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
は
、
い
か
な
る
憲
法
を
制
定
す
べ

き
か
と
い
う
改
憲
の
議
論
と
し
て
展
開
し
た
形
跡
は
弱
く
、
国
体
を
ど
う
す
る
の
か
と
い

う
天
皇
制
の
可
否
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。
実
際
、
当
時
行
わ
れ
た
世
論

調
査
の
設
問
の
設
定
に
そ
の
こ
と
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
制
に
賛
成
か
否

か
、
草
案
の
天
皇
制
を
支
持
す
る
か
否
か
、
天
皇
の
大
権
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
質
問
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
主
権
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
で
は
な
く
、
天
皇
制
が
ど
う
変
わ
る
か
と

い
う
発
想
な
の
で
あ
る
。
憲
法
公
布
の
日
の
対
談
で
金
森
国
務
大
臣
は
「
国
民
か
ら
手
紙

が
き
ま
す
が
、
大
体
の
気
持
ち
は
天
皇
制
が
確
実
な
基
礎
の
上
に
憲
法
に
織
り
込
ま
れ
た

と
い
ふ
と
こ
ろ
に
最
大
の
満
足
を
も
つ
て
ゐ
る
、
そ
の
ほ
か
の
点
は
ほ
と
ん
ど
批
評
し
て

き
ま
せ
ん
よ
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
一
一
月
四
日
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
天
皇

制
こ
そ
改
憲
問
題
の
焦
点
で
あ
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
国
体
観
念
の
変
革
は
憲
法
改
正
の
前
提
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
民

衆
意
識
は
、
一
九
四
六
年
一
月
一
日
の
天
皇
の
人
間
宣
言
に
先
導
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
天
皇
の
神
格
化
が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
人
と
し
て
、
民
族
の
家

長
と
し
て
天
皇
が
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
神

性
の
否
定
は
必
ず
し
も
政
治
的
関
与
の
否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
民

衆
が
求
め
て
い
た
天
皇
制
が
非
政
治
化
さ
れ
た
、
つ
ま
り
完
全
に
脱
権
力
化
さ
れ
た
象
徴

天
皇
制
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。 

 

先
の
輿
論
調
査
研
究
所
の
報
告
調
査
で
は
天
皇
制
に
つ
い
て
四
五
・
五
％
の
人
が
「
政

治
の
圏
外
に
去
り
民
族
の
総
家
長
と
し
て
道
義
的
中
心
と
し
て
」
支
持
し
て
い
る
の
に
対

し
、
一
五
・
九
％
の
人
が
「
現
状
を
支
持
」
し
、
さ
ら
に
二
八
・
四
％
の
人
は
「
君
民
一

体
の
見
地
よ
り
政
権
を
議
会
と
共
に
共
有
」
す
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
全

体
の
四
四
・
三
％
の
人
は
天
皇
が
何
ら
か
の
政
治
権
力
を
持
つ
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 
さ
ら
に
永
末
輿
論
研
究
所
に
よ
る
と
、
一
九
四
六
年
二
月
の
調
査
で
天
皇
制
に
つ
い
て

全
体
（
二
九
三
七
人
）
の
僅
か
一
六
％
が
「
政
治
に
無
関
係
な
ら
支
持
」
を
選
ん
だ
に
過

ぎ
ず
、
三
一
％
が
「
絶
対
支
持
」
、
四
二
・
四
％
が
「
修
正
し
て
支
持
」
を
選
ん
で
い
た

（
注
８
、
添
付
資
料
参
考
）
。
「
支
持
せ
ず
」
は
四
・
一
％
い
過
ぎ
な
い
。
こ
の
調
査
で

は
全
体
の
三
割
り
が
い
わ
ば
未
分
化
な
認
識
に
お
い
て
「
絶
対
支
持
」
を
表
明
し
、
四
割
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り
の
人
は
大
権
の
縮
小
を
志
向
す
る
も
の
の
脱
政
治
化
に
至
っ
て
は
い
な
い
。 

 
大
阪
世
論
研
究
所
が
二
月
二
〇
～
二
八
日
に
か
け
て
大
阪
府
高
槻
市
で
行
っ
た
調
査
で

は
、
全
体
（
三
八
七
人
）
の
五
四
・
五
％
が
「
天
皇
は
大
権
を
持
つ
が
、
実
際
の
政
務
は

内
閣
が
責
任
を
持
ち
、
内
閣
は
国
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
会
に
責
任
を
持
つ
」
を
支
持
し
、

「
天
皇
の
主
た
る
責
務
は
日
本
の
重
要
な
儀
礼
を
執
り
行
う
。
内
閣
は
国
政
全
般
に
つ
い

て
最
大
の
責
任
を
負
い
、
内
閣
は
国
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
会
に
責
任
を
持
つ
」
を
選
ん

だ
の
は
三
七
・
二
％
で
あ
っ
た
（
注
９
）
。
天
皇
制
廃
止
を
選
ん
だ
の
は
三
％
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
象
徴
天
皇
制
（
非
政
治
化
に
よ
り
脱
権
力
化
す
る
）
と
い
う
発
想
は
こ
の

時
点
で
は
必
ず
し
も
民
衆
の
側
に
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
、
天
皇
（
制
）
に
政
治

的
な
も
の
を
期
待
す
る
傾
向
は
強
か
っ
た
。
そ
れ
を
仮
に
、
少
な
い
と
見
積
も
っ
た
と
し

て
も
、
天
皇
へ
何
が
し
か
の
政
治
的
権
能
な
期
待
を
す
る
傾
向
と
天
皇
制
の
非
政
治
化
を

求
め
る
傾
向
は
拮
抗
状
態
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
個
々
人
の
内
面
に
お
い
て
は
両
義
的

な
、
葛
藤
状
態
に
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

  
 

憲
法
草
案
の
民
衆
へ
の
影
響
と
そ
の
評
価 

  

三
月
六
日
、
政
府
は
新
憲
法
の
草
案
を
発
表
し
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
こ
れ
に
「
深
き
満
足

の
意
」
を
表
明
し
た
。
こ
の
声
明
か
ら
あ
る
者
は
「
名
称
は
草
案
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
本

質
は
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
」
（
『
毎
日
新
聞
』
投
稿
欄
一
九
四
六
年
三
月
一
〇

日
）
と
寄
せ
て
い
る
。 

こ
の
発
言
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
当
時
、
憲
法
の
自
主
的
な
制
定
と
い
う
気
概
は
全
く
感

じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
草
案
を
め
ぐ
る
民
衆
の
反
響
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

『
中
部
日
本
新
聞
』
で
は
政
府
の
憲
法
草
案
に
つ
い
て
三
月
中
旬
、
世
論
調
査
を
実
施

し
た
（
注
１
０
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
回
答
者
一
九
五
七
名
中
、
一
〇
四
六
名
（
五

三
％
）
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
た
。
四
九
八
名
（
二
五
％
）
は
主
権
在
民
の
明
記
を
求
め

て
お
り
、
二
八
九
名
（
一
五
％
）
は
天
皇
に
大
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
た
。
ま
た

六
八
名
（
四
％
）
の
も
の
が
君
主
制
に
反
対
し
て
い
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
か
ろ
う
じ
て

過
半
数
の
も
の
が
草
案
を
支
持
し
、
さ
ら
に
全
体
の
四
分
の
一
の
人
が
主
権
在
民
の
明
記

と
し
て
よ
り
民
主
的
な
も
の
を
望
ん
で
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
先
の
輿
論
調
査
研
究
所
、

永
末
輿
論
研
究
所
、
大
阪
世
論
研
究
所
の
調
査
結
果
と
比
べ
る
と
、
天
皇
制
の
非
政
治
化

へ
の
欲
求
が
強
く
出
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
提
出
さ
れ
た
憲
法
草
案
が
意
識
の
変
革
を
促

し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
草
案
支
持
は
五
三
％
と
憲
法
へ
の
支
持
と
し
て
は
決
し
て
充

分
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

内
閣
審
議
室
世
論
調
査
班
で
は
政
府
の
憲
法
草
案
に
つ
い
て
、
新
聞
・
ラ
ジ
オ
を
通
じ

て
投
書
を
求
め
、
そ
の
分
析
結
果
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
提
出
し
て
い
た
（
注
１
１
、
添
付
資
料
参

考
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
放
送
日
（
三
月
八
日
？
）
か
ら
同
月
末
ま
で
に
総
計
一
七
七
七
通

の
投
書
が
寄
せ
ら
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、
投
書
は
そ
の
集
計
結
果
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
、

そ
の
個
々
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
投
書
は
一
日
平
均
に
し
て
約
八
〇
通
に
な

る
の
で
、
少
な
く
と
も
数
量
的
の
限
り
で
は
国
民
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
た
と
言
え

る
。
し
か
し
、
こ
の
一
七
七
七
通
の
う
ち
で
試
案
草
稿
を
記
し
た
も
の
は
わ
ず
か
に
五
通

で
あ
り
、
自
由
民
権
期
に
お
け
る
多
様
な
憲
法
草
案
の
存
在
を
思
う
、
質
的
に
は
低
調
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

分
析
に
よ
る
と
一
七
七
七
通
の
投
書
に
総
数
二
八
四
一
件
の
見
解
が
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
天
皇
に
関
す
る
見
解
が
九
七
五
件
で
あ
り
最
も
多
い
。
次
い
で
、
総
論
（
憲
法

へ
の
賛
否
、
時
期
、
制
定
方
法
等
）
が
八
七
二
件
、
国
民
の
権
利
義
務
が
五
三
九
件
、
国

会
が
三
二
九
件
、
戦
争
放
棄
が
三
〇
三
件
と
な
っ
て
い
る
。
個
別
の
見
解
で
特
に
多
か
っ

た
の
が
華
族
制
度
の
廃
止
で
二
三
七
件
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。 

 

天
皇
制
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
の
内
訳
を
見
る
と
、
天
皇
制
を
強
調
す
る
が
故
に
草
案

に
反
対
す
る
も
の
が
二
六
件
、
現
行
制
（
帝
国
憲
法
）
護
持
九
六
件
、
天
皇
主
権
説
一
二



歴史教育者協議会編『日本国憲法を国民はどう受けとめたか』 
高文研（一九九七年一月）、122-150頁 

 
 

7

三
件
、
国
家
主
権
説
（
君
民
同
治
）
一
五
件
、
大
権
増
加
論
三
四
件
、
大
権
縮
小
論
四
九

件
、
拒
否
権
・
国
民
投
票
一
一
三
件
、
皇
室
財
産
の
制
限
を
不
可
と
す
る
も
の
六
件
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
天
皇
に
何
ら
か
の
政
治
的
権
能
を
期
待
す
る
見
解
を
総
計
す
る
と
四
六
二

件
と
な
り
約
半
数
を
占
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
権
廃
止
（
天
皇
尊
崇
）
二
九
件
、
天
皇

制
を
護
持
す
る
が
故
に
草
案
を
支
持
が
二
九
二
件
、
と
い
う
事
実
上
の
象
徴
天
皇
制
の
支

持
が
合
わ
せ
て
三
二
一
件
。
天
皇
制
反
対
一
〇
〇
件
、
大
権
廃
止
（
天
皇
尊
崇
せ
ず
）
二

五
件
、
世
襲
制
度
反
対
一
六
件
と
、
天
皇
制
の
価
値
を
否
定
し
た
見
解
の
総
計
は
一
四
一

件
で
あ
っ
た
。
他
は
、
第
一
条
の
語
句
不
明
瞭
と
す
る
も
の
が
三
〇
件
で
あ
っ
た
。 

 

分
析
は
集
計
の
み
で
こ
れ
以
上
の
詳
細
を
知
る
由
も
な
い
が
、
一
般
に
自
主
的
な
投
書

行
為
に
よ
る
場
合
は
、
現
状
を
支
持
す
る
も
の
よ
り
も
現
状
を
変
え
た
い
と
考
え
る
人
の

方
が
、
熱
心
に
投
稿
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
特
に
、
天
皇
制
反
対
を
主
張
す
る
も
の

が
こ
の
当
時
の
調
査
と
し
て
は
突
出
し
て
多
い
の
は
、
こ
れ
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
、
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
権
能
を
期
待
す
る
見
解
が
四
六
二
件
、
象
徴
天

皇
制
の
支
持
が
三
二
一
件
、
天
皇
制
の
否
定
が
一
四
一
件
と
、
投
書
上
の
意
見
分
布
は
か

な
り
論
争
的
な
争
点
を
形
成
し
て
い
る
。
自
主
的
な
投
書
の
集
計
は
当
時
の
世
論
の
公
正

な
意
見
分
布
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
憲
法
に
つ
い
て
よ
り
関

心
の
高
い
人
々
に
つ
い
て
の
意
見
分
布
を
示
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
人
々
の
間
で
必
ず
し

も
合
意
形
成
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
総
論
と
し
て
賛
成

を
表
明
し
た
も
の
は
八
七
二
件
中
、
五
七
四
件
。
反
対
は
五
五
件
と
少
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
投
書
は
多
様
な
点
に
つ
い
て
の
意
見
表
明
な
の
で
、
個
別
的
見
解
、
例
え
ば
、
一
院

制
や
首
相
公
選
の
主
張
を
草
案
へ
の
反
対
意
見
と
し
て
勘
定
し
た
と
す
れ
ば
、
反
対
意
見

は
九
八
八
件
と
な
る
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
憲
法
草
案
へ
の
支
持
は
絶
対
多
数
を
形
成

し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。 

 

毎
日
新
聞
は
全
国
の
有
識
者
二
〇
〇
〇
名
に
憲
法
草
案
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
行
っ

た
（
『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
五
月
二
七
日
付
）
。
全
体
の
八
五
％
が
草
案
の
天
皇
制

を
支
持
し
、
一
三
％
が
反
対
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
全
体
の
八
六
％
が
天
皇
制
の
廃
止
に

反
対
し
、
天
皇
制
廃
止
論
は
一
一
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
当
時
の
世
論
調
査
の
問
題
点
と
し

て
、
草
案
の
天
皇
制
へ
の
賛
否
を
以
て
憲
法
草
案
全
体
へ
の
支
持
・
不
支
持
を
判
断
し
よ

う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
設
問
設
定
そ
の
も
の
が
未
分
化
な
政
治
認
識
を
露

呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
象
徴
天
皇
制
の
支
持
と
憲
法
草
案
の
各
条
項
に
対
す

る
支
持
は
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
最
た
る
も
の
に
第
九
条
が
あ
る
。
「
戦
争
放

棄
の
条
項
を
必
要
と
す
る
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
全
体
の
七
〇
％
が
「
必
要
」
と

回
答
し
、
不
要
と
回
答
し
た
者
は
二
八
％
で
あ
っ
た
。
天
皇
制
と
比
べ
る
と
支
持
の
度
合

い
が
一
五
％
低
下
し
、
そ
の
分
、
不
要
が
増
え
て
い
る
。 

 

調
査
対
象
が
有
識
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
毎
日
の
調
査
結
果
と
事
な
り
、
広
範
な
階
層

を
対
象
と
し
た
永
末
輿
論
調
査
研
究
所
の
報
告
で
は
、
第
九
条
に
よ
り
否
定
的
な
結
果
が

出
て
い
る
。
ま
た
、
永
末
の
調
査
で
は
「
将
来
、
我
が
国
が
他
国
か
ら
不
当
の
侵
略
を
う

け
た
時
、
あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
、
「
侵
略
を
甘
受
す
る
」
、

「
侵
略
を
甘
受
し
な
い
」
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回
答
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
自
衛

権
の
問
題
に
焦
点
を
据
え
て
い
た
（
注
１
２
）
。
永
末
の
調
査
で
は
「
侵
略
を
甘
受
す

る
」
を
選
ん
だ
の
は
八
・
八
％
、
「
侵
略
を
甘
受
し
な
い
」
七
三
％
で
あ
っ
た
。
圧
倒
的

多
数
は
自
衛
権
の
否
定
を
拒
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
傾
向
は
内
閣
審
議
室
の
投

書
分
析
に
も
該
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
衛
権
放
棄
に
反
対
の
七
三
％
を
以
て
即
、
第

九
条
の
不
支
持
が
七
三
％
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
争
の
放
棄
は
自
衛
の
名
の

下
に
侵
略
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
過
去
の
経
緯
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
が
第
九
条
の
条
文
で
「
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」
と
な
っ
た
場
合
、
先

制
的
な
武
力
行
為
の
発
動
の
禁
止
と
不
当
な
侵
略
に
対
す
る
自
衛
権
の
放
棄
の
双
方
が
含

ま
れ
る
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
第
九
条
に
対
す
る
態
度
は
、
問
題
の
焦
点
を
平
和
主
義

に
お
く
の
か
、
そ
れ
と
も
、
自
衛
権
の
放
棄
に
お
く
の
か
に
よ
っ
て
調
査
結
果
に
大
き
な

差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
第
九
条
に
は
少
な
く
と
も
、
①
先
制
的
も
し
く
は
不
当
な
侵
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略
等
に
よ
る
武
力
の
発
動
の
否
定
、
②
自
衛
権
の
否
定
、
③
戦
力
の
保
持
の
否
定
の
三
点

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
①
を
採
る
人
が
必
ず
し
も
②
、
③
を
採
る
と
は
限
ら
な
い
し
、

自
衛
権
を
主
張
す
る
も
の
が
何
も
必
ず
好
戦
も
し
く
は
侵
略
の
思
想
の
持
ち
主
と
決
め
て

か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
戦
後
、
我
が
国
に
お
い
て
自
衛
権
を
主
張
す
る
全

て
の
政
治
勢
力
の
歴
史
観
は
「
大
東
亜
戦
争
聖
戦
史
観
」
に
あ
り
、
過
去
の
侵
略
の
肯
定

と
自
衛
権
の
主
張
は
常
に
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
戦
後
五
〇
年
間
の
経
緯
を

考
え
る
と
第
九
条
は
重
要
な
歯
止
め
と
な
っ
て
い
た
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
他
方
、
少

な
く
と
も
、
憲
法
制
定
時
に
お
い
て
第
九
条
に
対
す
る
民
衆
の
支
持
は
、
先
制
的
な
武
力

行
為
や
不
当
な
侵
略
行
為
の
発
動
と
し
て
交
戦
権
を
否
定
す
る
と
い
う
理
解
に
託
さ
れ
て

お
り
、
自
衛
権
の
否
定
に
は
相
当
に
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
九
四
六
年
八
月
、
時
事
通
信
社
は
全
国
二
四
五
三
名
に
対
す
る
調
査
で
「
今
議
会
に

提
出
さ
れ
て
い
る
憲
法
改
正
案
を
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
を
設
定
し
て
い
る

（
注
１
３
）
。
「
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
者
が
一
四
二
名
（
五
・
八
％
）
、

「
満
足
に
思
う
」
が
一
〇
五
三
名
（
四
二
・
九
％
）
、
「
不
満
足
に
思
う
」
が
七
五
八
名

（
三
〇
・
九
％
）
、
「
わ
か
ら
な
い
」
五
〇
〇
名
（
二
〇
・
四
％
）
と
い
う
結
果
を
出
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ゆ
き
す
ぎ
」
と
「
不
満
足
」
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
三
六
・
七
％

が
草
案
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
「
満
足
に
思
う
」
と
の
差
は
僅
か
に
六
・
二
％
な
の

で
あ
る
。 

 

ま
た
、
憲
法
公
布
後
の
新
日
本
輿
論
研
究
所
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
「
あ
な
た
は
新
憲

法
に
心
か
ら
賛
成
し
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
六
五
二
名
中
、
三
七
四
名
（
五

七
・
四
％
）
が
賛
成
し
た
の
に
対
し
、
二
六
七
名
（
四
一
％
）
が
反
対
を
表
明
し
て
い
た

（
注
１
４
）
。
他
方
、
同
調
査
で
「
新
憲
法
に
お
け
る
天
皇
制
を
賛
成
し
ま
す
か
」
と
い

う
設
問
に
は
四
九
九
名
（
七
六
・
五
％
）
が
賛
成
し
、
一
四
五
名
（
二
二
・
三
％
）
が
反

対
し
て
い
た
。
象
徴
天
皇
制
の
支
持
と
憲
法
へ
の
支
持
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
傾
向
が

あ
る
。
ま
た
、
新
憲
法
は
、
象
徴
天
皇
制
ほ
ど
圧
倒
的
多
数
の
支
持
を
得
て
い
た
と
は
言

い
難
い
。
む
し
ろ
、
毎
日
の
有
識
者
に
対
す
る
調
査
結
果
は
他
の
調
査
結
果
に
対
し
て
異

例
の
結
果
を
提
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
憲
法
支
持
の
世
論
が
六
〇
年
代
に
か
け
て
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
の
は
こ
の
有
識
者
の
影
響
力
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

永
末
輿
論
調
査
研
究
所
で
は
憲
法
公
布
後
、
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
世
論
調
査
を
行
っ

て
い
る
（
注
１
５
、
添
付
資
料
参
考
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
調
査
対
象
者
二
七
一
七
名
の
う

ち
、
八
六
九
名
（
三
二
％
）
が
「
天
皇
に
も
っ
と
政
治
の
権
能
を
与
え
た
方
が
よ
い
」
を

選
択
し
て
い
る
。
草
案
の
支
持
は
一
四
一
九
名
で
五
二
・
二
％
。
「
天
皇
の
憲
法
上
の
権

能
を
も
っ
と
少
な
く
し
た
方
が
よ
い
」
が
一
九
〇
名
で
七
％
。
天
皇
制
廃
止
が
九
〇
名
で

三
・
五
％
で
あ
る
。
象
徴
天
皇
制
の
支
持
並
に
よ
り
共
和
主
義
的
な
見
解
を
総
計
す
る
と

五
九
・
二
％
と
な
り
、
反
動
化
へ
の
有
効
な
拮
抗
を
形
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
段
階
で
依
然
、
大
権
を
志
向
す
る
も
の
が
三
割
り
以
上
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ

の
調
査
結
果
を
同
研
究
所
の
二
月
の
調
査
と
比
較
す
る
と
天
皇
制
に
つ
い
て
の
意
見
分
布

に
は
さ
し
て
変
化
が
起
き
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
二
月
の
調
査
で
三
四
％
で
あ
っ
た

「
絶
対
支
持
」
は
二
％
減
少
し
て
「
権
能
を
も
っ
と
与
え
よ
」
に
移
行
し
、
「
修
正
し
て

支
持
」
と
「
政
治
に
無
関
係
な
ら
支
持
」
を
合
わ
せ
た
五
八
・
四
％
が
、
一
一
月
の
「
草

案
支
持
」
と
「
権
能
を
縮
小
」
を
合
わ
せ
た
五
九
・
二
％
に
相
当
し
、
「
支
持
せ
ず
」
の

四
・
一
％
は
若
干
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
一
般
の
民
衆
の
間
で
の
「
国
体
」

観
念
の
変
革
は
、
八
月
一
五
日
に
一
つ
の
大
き
な
転
機
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
日
本
国
憲

法
の
草
案
提
出
か
ら
そ
の
審
議
、
公
布
に
至
る
ま
で
余
り
大
き
な
変
革
は
な
か
っ
た
と
言

え
る
。 

 
し
か
し
、
憲
法
改
正
の
審
議
の
中
で
国
体
は
変
革
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大

き
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
金
森
国
務
大
臣
は
法
律
上
変
わ
っ
た
が
、

「
天
皇
が
あ
こ
が
れ
の
中
心
で
あ
り
、
天
皇
と
国
民
と
の
心
の
つ
な
が
り
が
根
底
と
な
っ

て
確
固
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
に
国
家
が
同
一
性
を
た
も
ち
、
不
可
変

の
も
の
た
る
基
礎
が
あ
り
、
こ
れ
が
国
体
で
あ
る
」
と
し
た
。
所
謂
天
皇
制
「
あ
こ
が
れ
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論
」
で
あ
る
。
永
末
輿
論
調
査
研
究
所
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
憲
法
公
布
後
「
国
体
は
変

わ
っ
た
と
思
う
か
」
と
い
う
調
査
を
行
っ
て
い
る
（
注
１
６
）
。
調
査
結
果
で
は
二
七
一

七
名
の
内
、
一
三
〇
三
名
が
「
変
わ
っ
た
」
と
回
答
し
、
一
一
六
一
名
は
「
変
わ
ら
な

い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
解
ら
な
い
と
回
答
し
た
も
の
が
二
二
九
名
で
八
・
四
％
で
あ
る
。

数
値
の
み
で
何
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
、
何
が
ど
う
変
わ
ら
な
い
の
か
を
特
定
化
す
る
事

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
調
査
結
果
か
ら
推
論
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
「
象
徴
」
の

意
味
に
つ
い
て
合
意
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
国
民
」
の
圧
倒
的

多
数
は
天
皇
制
を
支
持
し
て
い
た
が
、
彼
ら
が
支
持
す
る
「
象
徴
」
と
は
何
か
と
い
う
問

題
に
な
る
と
、
相
当
に
曖
昧
な
観
念
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
天
皇
制
支
持
に
は
、
依
然
、

大
権
を
求
め
る
傾
向
も
含
ま
れ
て
い
た
。
国
体
は
変
わ
っ
た
か
？
、
変
わ
ら
な
い
か
？
を

質
し
て
み
て
も
、
元
来
、
国
体
は
曖
昧
で
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
。
結
局
、
敗
戦
前
後
、

政
治
意
識
の
基
底
を
形
成
し
て
い
た
国
体
観
念
は
、
国
体
明
徴
か
ら
象
徴
天
皇
へ
と
、
曖

昧
か
ら
曖
昧
へ
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
曖
昧
さ
の
中
で
最
も
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た

の
は
「
主
権
者
」
意
識
で
あ
る
。 

  
 

憲
法
実
施
へ 

一
九
四
七
年
五
月
三
日
の
情
景 

  

一
九
四
七
年
五
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
日
は
雨
。

午
前
一
〇
時
、
憲
法
普
及
会
主
催
に
よ
る
記
念
式
典
が
、
宮
城
前
広
場
で
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
日
の
永
井
荷
風
の
日
記
は
「
米
人
の
作
り
し
日
本
新
憲
法
今
日
よ
り
実
施
の
由
。
笑

う
可
し
。
」
（
「
断
腸
亭
日
乗
第
三
一
」
五
月
三
日
付
、
『
荷
風
全
集
』
第
２
４
巻
、
岩

波
書
店
）
と
、
荷
風
ら
し
く
醒
め
た
筆
で
あ
る
。
式
典
は
憲
法
普
及
会
会
長
芦
田
均
の
挨

拶
に
よ
り
始
ま
り
、
尾
崎
行
雄
、
吉
田
首
相
、
安
井
都
知
事
の
祝
辞
と
続
い
た
。
そ
し
て
、

金
森
国
務
大
臣
の
閉
式
の
辞
が
「
終
わ
ら
ん
と
す
る
と
き
、
と
つ
ぜ
ん
『
君
が
代
』
が
奏

さ
れ
、
雨
で
御
臨
席
を
お
取
止
め
と
な
っ
て
い
た
天
皇
陛
下
が
に
わ
か
に
御
出
席
に
な
ら

れ
た
」
（
『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
五
月
四
日
付
）
。
傘
を
持
ち
壇
上
に
登
っ
た
天
皇

に
、
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
が
渦
の
よ
う
に
わ
き
起
こ
っ
た
。
新
聞
各
紙
は
宮
城
前
の
「
天

皇
陛
下
万
歳
」
の
模
様
と
壇
上
の
天
皇
の
写
真
を
伝
え
る
と
共
に
、
各
地
の
慶
祝
ぶ
り
を

報
道
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
朝
日
新
聞
』
に
よ
れ
ば
こ
の
日
、
宮
城
前
に
参
集
し
た
の

は
約
一
万
、
公
布
の
日
の
一
〇
分
の
一
程
で
あ
っ
た
。 

 

横
浜
の
一
市
民
、
小
長
谷
三
郎
は
、
こ
の
日
、
「
民
主
主
義
憲
法
の
発
足
を
喜
び
大
い

に
祝
賀
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
た
も
の
か
自
分
に
は
他
人
事
の
様
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。
従
っ
て
今
の
自
分
に
は
こ
れ
に
対
す
る
何
の
感
想
も
な
い
。
直
接
身
近
に
感
ず

る
事
も
無
い
し
、
ま
た
新
憲
法
が
発
布
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
吾
々
の
生
活
が
楽
に
な
る

と
言
う
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
だ
」
と
記
し
て
い
る
（
注
１
７
）
。
憲
法
実
施
に
対

し
こ
れ
を
祝
賀
す
る
実
感
が
な
い
の
で
あ
る
。
作
家
、
高
見
順
は
こ
の
こ
と
を
こ
う
自
問

自
答
す
る
。
「
今
日
は
新
憲
法
発
布
と
い
う
歴
史
的
な
日
で
あ
る
。
一
つ
の
政
治
的
な
事

件
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
全
く
無
関
心
で
あ
る
。
私
だ
け
の
こ
と
か
？
否
、
日
本
の
精

神
世
界
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
関
心
の
外
に
あ
る
『
画
期
的
な
事
象
』
で
あ
る
。
天
降
り
の

も
の
だ
か
ら
？ 

闘
い
と
っ
た
も
の
で
な
く
、
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
？
」
（
『
高
見

順
日
記
』
五
月
三
日
付
、
勁
草
書
房
）
。 

 

果
た
し
て
、
こ
れ
は
高
見
順
の
「
私
だ
け
の
こ
と
」
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
四
七
年
七

月
、
時
事
通
信
社
は
全
国
四
〇
〇
〇
名
に
対
し
「
あ
な
た
は
新
憲
法
の
条
文
と
か
説
明
な

ど
を
一
と
お
り
読
ん
だ
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
世
論
調
査
を
行
っ
た
。

「
読
ん
だ
」
と
回
答
し
た
者
は
五
九
・
三
％
、
「
読
ま
な
い
」
と
回
答
し
た
者
が
四
〇
・

七
％
で
あ
っ
た
（
注
１
８
）
。
仮
に
当
時
、
日
本
国
憲
法
を
支
持
し
て
い
た
も
の
を
八
割

と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
憲
法
を
「
読
ん
だ
」
も
の
の
八
割
り
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
全
体
の
四
七
・
四
％
で
あ
り
半
数
に
も
満
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
な
り
多
め
に
見
積

も
っ
て
九
割
り
と
し
て
、
や
っ
と
五
三
・
四
％
と
な
り
過
半
数
を
越
え
る
の
で
あ
る
。

「
読
ま
な
い
」
け
ど
賛
成
す
る
人
も
い
る
と
い
う
想
定
を
と
る
と
、
今
度
は
賛
成
の
人
の
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約
四
割
は
”
読
み
も
し
な
い
の
に
賛
成
し
た
”
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
憲
法
支
持
に
対
す

る
「
国
民
的
」
合
意
の
形
成
は
、
五
五
体
制
以
降
、
六
〇
年
代
に
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
（
注
１
９
）
、
制
定
時
の
民
衆
の
憲
法
に
対
す
る
理
解
に
は
相
当
に
あ
や
ふ
や
、
も

し
く
は
、
危
う
げ
な
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

小 

括 

  

敗
戦
後
の
日
本
人
の
政
治
意
識
に
つ
い
て
は
、
既
に
当
時
か
ら
戦
前
的
な
価
値
観
が
根

深
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
意
識
は
非
連
続
性
よ
り
も
連
続
性
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

日
本
国
憲
法
制
定
時
に
お
け
る
憲
法
へ
の
一
般
の
関
心
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
る

程
度
予
測
が
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
新
憲
法
に
対
す
る
支
持
が
か
く
も
低
調
で
あ
っ
た
と

こ
と
は
以
外
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
驚
き
は
筆
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
民
衆
意
識
の
低
調
を
思
う
と
、
そ
の
後
の
逆
コ
ー
ス
、
保
守
勢
力
に
よ
る
度
重
な
る

を
改
憲
の
企
図
を
頓
挫
さ
せ
て
き
た
護
権
勢
力
の
運
動
や
啓
発
が
、
い
か
に
重
要
な
役
割

と
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
か
が
理
解
で
き
よ
う
。
事
実
上
、
占
領
軍
に
よ
り
起
草
さ
れ

天
皇
の
勅
語
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
矛
盾
と
限
界
を
指
摘
さ
れ
な
が

ら
も
半
世
紀
間
、
護
ら
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

今
日
、
制
定
当
時
と
比
べ
る
と
天
皇
制
が
持
つ
国
民
統
合
の
価
値
は
、
明
ら
か
に
著
し

く
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
天
皇
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
純
粋
戦
後
世
代
に
な
に

が
し
か
の
感
慨
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
全
く
な
い
。
ま
た
、
民
衆
思
想
の
状
況
が
、

今
や
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
か
ら
、
戦
後
を
知
ら
な
い
世
代
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
る
昨

今
、
戦
後
を
知
ら
な
い
世
代
に
、
日
本
国
憲
法
の
「
与
え
ら
れ
た
」
と
い
う
負
の
側
面
を

原
点
と
し
て
強
調
し
、
自
主
憲
法
や
改
憲
を
訴
え
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
戦
後
の
平
和
主
義
を
支
え
て
き
た
戦
争
体
験
か
ら
も
日
々
遠
ざ
か

り
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
護
憲
・
改
憲
の
双
方
を
支
え
て
き
た
「
国
民
」
体
験

（
戦
争
と
被
占
領
）
は
今
や
歴
史
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
後
、
こ
の
戦
後
を
知
ら
な
い
世

代
へ
日
本
国
憲
法
は
い
か
に
継
承
さ
れ
る
の
か
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
選
択
が

あ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
単
に
護
憲
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
新
た

な
意
味
で
の
護
憲
思
想
を
形
成
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
原
点
に
お
け
る
矛
盾-

天
皇
制
と

民
主
制
、
排
他
的
な
「
国
民
」
要
件
の
規
定
等-

を
解
消
す
べ
く
現
憲
法
の
条
文
の
修
正

を
志
向
す
る
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。 

  

注 

記 
 

１ 

宮
城
前
の
祝
賀
会
の
情
景
に
つ
い
て
は
『
朝
日
新
聞
』
、
『
読
売
新
聞
』
、
『
毎
日
新
聞
』
、

『 

東
京
新
聞
』
の
一
一
月
四
日
付
け
の
紙
面
を
参
考
。 

 

２ 

「
犬
死
論
」
を
主
張
す
る
側
に
も
問
題
は
あ
る
。
つ
ま
り
、
革
命
や
民
主
主
義
の
た
め
の
戦
死
な

ら
尊
い
の
か
、
と
い
う
反
問
を
想
定
し
た
と
き
、
「
犬
死
」
の
主
張
も
ま
た
人
の
生
死
を
何
か

の
判
断
基
準
と
す
る
考
え
方
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

３ 

鳥
取
県
警
察
部
長
「
マ
ツ
ク
ア
ー
サ
ー
司
令
部
ノ
対
日
政
策
ニ
対
ス
ル
輿
論
ニ
関
ス
ル
件
」
（
一

九
四
五
年
一
〇
月
三
日
）
、
粟
屋
憲
太
郎
編
『
資
料
日
本
現
代
史
２
』
大
月
書
店
（
一
九
八

〇
）
。 

 

４ 

「
第
二
十
二
回
東
京
都
第
一
区
選
挙
公
報
」
ア
メ
リ
カ
国
務
省
日
本
関
連
文
書
。
東
京
第
一
区
の

候
補
者
の
多
く
が
同
様
な
趣
旨
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
。 

 

５ 

浅
沼
和
典
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
原
理
」
、
『
比
較
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
』
成
分
堂
（
１
９
８
２
）
、
二

一
頁
。 

 

６ 

国
井
通
太
郎
「
町
政
雑
記
」
、
一
九
四
五
年
八
月
二
九
日
付
、
『
那
珂
湊
市
史
料 

第
五
集
』

（
一
九
八
〇
）
。 

 

７ 

輿
論
調
査
研
究
所
『
研
究
所
だ
よ
り
』
（
一
九
四
六
年
二
月
一
五
日
）
、CIE(B)7546-7547

。

同
調
査
は
一
部
、
大
阪
毎
日
に
記
載
。 

 

８ 

永
末
輿
論
調
査
研
究
所
『
サ
ー
ベ
イ
』
創
刊
号
（
一
九
四
六
年
四
月
）
、CIE(B)-07578

。 
 

９ 

一
部
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
三
月
九
日
に
掲
載
、CIE(07452-7453)

。 

１
０ 

『
中
部
日
本
新
聞
』
三
月
二
七
日
付
、CIE(B)-07453

。 

１
１ 

CIE(B)-07560 

１
２ 

永
末
輿
論
調
査
研
究
所
『
サ
ー
ベ
イ
』
第
二
巻
第
二
号
（
一
九
四
七
年
三
月
）
、CIE(B)-07581

。 
１
３ 

吉
田
裕
・
川
島
高
峰
編
『
時
事
通
信
占
領
期
世
論
調
査
』
第
一
巻
（
大
空
社
） 

１
４ 
新
日
本
輿
論
研
究
所
『
新
憲
法
、
天
皇
制
、
家
族
制
度
に
関
す
る
世
論
調
査
』CIE(C)-6506-65

07 

１
５ 

永
末
輿
論
調
査
研
究
所
『
サ
ー
ベ
イ
』
第
二
巻
第
一
号
（
一
九
四
七
年
一
月
）
、CIE(B)-07580

。 

１
６ 

同
前
。 

１
７ 

小
長
谷
三
郎
日
記
（
五
月
四
日
付
）
、
『
横
浜
の
空
襲
と
戦
災
２
』 

１
８ 

前
掲
、
『
時
事
通
信
占
領
期
世
論
調
査
』
第
三
巻
（
大
空
社
） 

１
９ 

加
茂
利
男
「
戦
後
五
〇
年
・
日
本
政
治
文
化
の
軌
跡
」
、
年
報
日
本
現
代
史
『
戦
後
五
〇
年
の
史

的
検
証
』
東
出
版 


